
どんな加入方法がありますか

補償される期間は

加入できるのは

農業を営む方が所有又は管理している未使用の状態で
取得された農機具が加入できます。

農機具共済には、総合共済・火災共済・更新共済の３種類あります。

掛金を納入した日（共済証券にこれと異なる責任開始日が記載されているときはその日）の
午後４時から１年間となります。継続加入の場合は、補償期間の満了の時からとなります。

加入できる金額（契約金額）は

農機具１台ごとに新品価格の範囲内で、5万円から2,000万円まで加入できます。

種　　　類

総　合　共　済 火　災　共　済 更　新　共　済

格納中や稼動中※の
事故を補償します。

格納中のみの事故を
補償します。

将来の買い替え費用の
積み立てのほか、
総合共済の事故を補償します。
※加入できるのは所有しているもののみです。

※農機具の主電源を入れた時点、または、エンジンを始動した時点で稼働中と判断します。
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どんな加入方法がありますか

補償される期間は

加入できるのは

農業を営む方が所有又は管理している未使用の状態で
取得された農機具が加入できます。

農機具共済には、総合共済・火災共済・更新共済の３種類あります。

掛金を納入した日（共済証券にこれと異なる責任開始日が記載されているときはその日）の
午後４時から１年間となります。継続加入の場合は、補償期間の満了の時からとなります。

加入できる金額（契約金額）は

農機具１台ごとに新品価格の範囲内で、5万円から2,000万円まで加入できます。

種　　　類

総　合　共　済 火　災　共　済 更　新　共　済

格納中や稼動中※の
事故を補償します。

格納中のみの事故を
補償します。

将来の買い替え費用の
積み立てのほか、
総合共済の事故を補償します。
※加入できるのは所有しているもののみです。

※農機具の主電源を入れた時点、または、エンジンを始動した時点で稼働中と判断します。 共済金の支払いは

支払い対象となるのは
1万円以上の事故から対象となります。
（ただし、オイル、グリス、バッテリー液、Ｖベルト、ボルト、ナット、ベアリング等、
　搬送費や消耗部品、出張費、便乗修理などは損害額から除かれます。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　加入金額
　　災害共済金　＝　損害額　×
　　　　　　　　　　　　　　　　　新品価格※

（例えば）新品価格200万円のトラクターで、事故により損害額20万円の場合

● 加入金額200万円の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加入金額200万円
　　　　　　　災害共済金＝損害額20万円×　　　　　　　　　　　＝　20万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新品価格200万円

● 加入金額100万円の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加入金額100万円
　　　　　　　災害共済金＝損害額20万円×　　　　　　　　　　　＝　10万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新品価格200万円

支払対象となる事故

火　災　共　済

総合・更新共済

●火災

●墜落 ●転覆 ●風水害

●その他自然災害
●クローラの断裂
　（摩滅を除きます。）

●雪害

●物体の飛来・落下 ●衝突・接触●鳥獣害 ●盗難

●落雷

●破裂・爆発

格納中における

格納中・稼動中における

　　（自然災害を除きます。）

※新品価格とは、事故の時（その時）
の加入農機具と同一の機種で、同一
又は類似の性能を有する新品の市場
価格により定めます。市場価格は、
毎年のように変動します。

上記の他に、異物の巻込み、ミッション、コントロールボックスの損害、収穫物の巻き込み、泥濘からの引上げ及び
泥濘から脱出する際に生じた損害、稼働中の動力伝達装置（PTO）、油圧駆動装置（油圧シリンダー等）の損害
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総合共済・火災共済・更新共済の稼動中の事故で、表の具体的事例に該当する場合は、
損害額から免責割合分を控除して計算されます。（火災共済では、※印の場合に免責
が適用されます。）
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（注意）　上記に記載されている消耗部品については一部品の例であり、これ以外の消耗部品判定については、
　　　　　農機具共済損害評価審査会等で損害評価員が判断して決定いたします。
　　　　　※文書作成料とは、見積書・廃棄証明書などをいいます。
　　　　　※共済目的以外からの火災により、損害を受けた場合、消耗品は控除しません。
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［注意１］クローラの断裂については、横切れで半分以上切れた場合に支払いの対象となります。
［注意２］火災共済にあっては、格納中の事故に限ります。
［注意３］特殊物件には、免責は適用いたしません。（ただし※の場合に免責が適用されます。）
［注意４］引上げ料については、ユニックやクレーンでの引上げを対象とします。（税込１万円まで対象。）
［注意５］内部に組み込まれているコントロールバルブ等の詰まり又は部品の消耗による動作不良はお支払できません。

�T�‡�¤�w
€	î�~	¿�¥�~�â�X�~�8
ô�w�Ä�‚

�T�‡�¤�w�Ÿ
ú�w�è���ˆ

�Þ�I�¤�t�é�”�»�æ�”�s�U�T�¤�w
t�t
€	î�`�h�Ä�‚

�T�‡�¤�w�Ñ�é�ï�Ä�é�”�¼�”�w
€	î�‹�`�X�x	¿�¥�t�‘�”�Ä�‚

�ö�;�é�w�á
V�¤�¢�x	Ð�ñ�^�À�¤�t
C
\�`�h�Ä�‚

�T�‡�¤�w�«�é�”�å�w�…�¾�¢�#
~�•�w�ˆ�0	Å�¦�«�™�
�§�£

�T�‡�¤�w�Û�¿�³�ã�ï�w���•�¢�¦� �ç
Æ�
�z
T
‹
Æ�‘�x	†�V�‡�b�{�£

�T�‡�¤�w� �̄ï�Ä�é�”�ç�Ø�¿�«�µ�¢�×�ˆ
M�š
÷�”�£�w���•�¢�ú�Ž�L�”�z�Í�_�’� �̀s���g
Æ�‘�w�‚	Ë�x	†�V�‡�b�{�£

�T�‡�¤�w	)�­
ú�w�è���ˆ

�T�‡�¤�w�â�Ç�Ì�”�±�ç�´�ã� �ï�Ä�w���•�¢�¬�æ�”�µ
Æ�
�z
T
‹
Æ�‘�x	†�V�‡�b�{�£

���š�T�’�w�¾	Í�[�t�|���š�T�’�d	Z�b�”�M�t
\�a�h���•�¦�«�™���§

�T�‡�¤�w�ˆ�—�;�a
÷�”�¢�1�5�0�£�z�	�y�æ�ˆ
÷�”�¢�	�y�³�æ�ï�¼�”�s�£�w���•�¦�«�™���§

�T�‡�¤
€	î�¢�x	¿�¥�t
P�O�»� �à�w
����¢�Í�ï�«�~	«�ã�~�¼�=�t�‘�”�‹�w�x	†�V�‡�b�{�£

�Þ�Ä�‚�C���U�Ä�‚�Ô�‘�“���ò�D�Ž	Í�—�•�h	Ô�ù

�Þ�ž�A�è�$�w���æ

�Þ�j�¼
Æ�Ì�¢�x
T
‹
Æ�‘�t�‘�”���•

�Þ�Ž	‡�U�Á�M�‹�w

�Þ	«�ã
æ
¼�w�ˆ�t
C
\�`�h���•�¢�x	«�ã
æ
¼�w���•�w�þ�t���•

�Þ�ž�A�è�$�t���O�b�”�=���z�Ž�Ó�z�^�|�z�f�w���w�×
µ	«�ã�t�‘�“
C
\�`�h���•�{

�Þ�Ä�‚�C���U�Ä�‚�Ô�‘�“�
�å�Ž	Í�—�•�h	Ô�ù

�Þ�Ý�”�§�”�w
a��
y�Ú
�¢	ý
¼�p�ê�Ö�™�z�
�å�Ž�º�t
ø�æ
æ�z�?
÷�����s�t�Ž	‡�U�Á�X�z�^� �̂`�s�X�s�l�h�‹�w�{�£

�¢��
R�����å���D���Ô�Ä�‚�‘�“�&�;�£

����


